
パートナーとの間の暴力でお悩みの方へ 

  あなたがパートナーから暴力の被害を受けているとき  
 あなたがパートナーに対し，暴力をふるってしまったとき 
 
 

相談できる男性専用のＤＶ相談窓口があります。 
 

�０８０—７１２９—４９７１ 
（※相談は電話のみとなります。ショートメッセージ等では相談できません。）  

  
 

【時間】 第２・第４月曜日 午後７時～午後９時 
【対象】 広島県内にお住まいのＤＶに悩む男性 

 
� 女性の約４人に１人，男性の約５人に１人が， 

ＤＶの被害を受けています。 
 

� ＤＶは，身体に対する暴力だけではありません。 
   相手の人格を否定するような暴⾔をはく，⻑時間無視する， 
   怒鳴る，行動を厳しく監視する，収入が低いと責める・・・ 
   これらの行為もＤＶに当たる可能性があります。 
 

� ご自身の被害，加害，どの場合においても，ひとりで悩まず， 

専門の相談員にご相談ください。 

（匿名でも相談できます） 

【問い合わせ先】 

広島県健康福祉局こども家庭課（家庭グループ） 

〒730-8511 広島市中区基町 10-52 082-513-3173 

    ※相談用の電話番号ではありません  

相談無料 

（電話代はかかります） 


